判定基準（案）
①個別評価

	評価
	Ｓ（優良）
	Ａ（良好）
	Ｂ（ほぼ良好）
	Ｃ（要改善）

	判定基準
	・公募時の提案事項、事業計画書及び契約書等を遵守し、その水準より優れた内容である。

・定量的指標については、別途定めている目標値を大幅に上回っている。
	・公募時の提案事項、事業計画書及び契約書等を遵守し、その水準に概ね沿った内容である。

・定量的指標については、別途定めている目標値に達している。
	・公募時の提案事項、事業計画書及び契約書等を遵守しているが、一部に課題がある。

・定量的指標については、別途定めている目標値に達していない。
	・公募時の提案事項、事業計画書及び契約書等を遵守しておらず、改善が必要である。

・定量的指標については、別途定めている目標値を大幅に下回っている。


②項目評価

	評価
	Ｓ（優良）
	Ａ（良好）
	Ｂ（ほぼ良好）
	Ｃ（要改善）

	判定基準
	個別評価が全てＡ以上であり、かつＳが過半数以上
	個別評価が全てＢ以上であり、かつＡが2/3以上


	個別評価が全てＢ以上


	個別評価にＣがある
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